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北上地区消防組合消防本部再燃火災防止対策規程の一部を改正する訓令 

 

北上地区消防組合消防本部再燃火災防止対策規程（平成７年北上地区消防組合消防本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（指揮体制及び要領） 

第４条 [略] 

(1)  [略] 

(2)  [略] 

(3)  [略] 

(4) 現場最高指揮者は、残火処理活動のため消防対象物を破壊する

場合は焼残物の搬出等を行う場合は、火災原因の調査上必要な現

場の保存又は証拠の保全について指示するよう努めるものとす

る。この場合において、火災の規模状況等から必要に応じ、残火

処理後の焼止まりの状況について写真撮影を行うものとする。 

(5) 現場最高指揮者は、火災現場が残火処理の段階で、消防活動上

危険な状態になっている場合が多いので、特に壁体の倒壊、かわ

ら等の落下、柱等の転倒及び踏み抜き等による危害を防止するた

め、消防隊等の安全管理に十分配慮するものとする。 

(6)  [略] 

(7)  [略] 

 

（残火処理活動上の留意事項） 

第６条 [略] 

（指揮体制及び要領） 

第４条 [略] 

(1)  [略] 

(2)  [略] 

(3)  [略] 

(4) 現場最高指揮者は、残火処理活動のため消防対象物を破壊する

場合又は焼残物の搬出等を行う場合は、火災原因の調査上必要な

現場の保存又は証拠の保全について指示するよう努めるものとす

る。この場合において、火災の規模状況等から必要に応じ、残火

処理後の焼止まりの状況について写真撮影を行うものとする。 

(5) 現場最高指揮者は、火災現場が残火処理の段階で、消防活動上

危険な状態になっている場合が多いことから、特に壁体の倒壊、

かわら等の落下、柱等の転倒及び踏み抜き等による危害を防止す

るため、消防隊等の安全管理に十分配慮するものとする。 

(6)  [略] 

(7)  [略] 

 

（残火処理活動上の留意事項） 

第６条 [略] 



２ [略]  

３ [略] 

４ 注水活動は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 残火処理の消防対象物に、適応した注水方法等の効率的な注水

を行うものとする。 

(2)  [略] 

(3)  [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ [略]  

３ [略] 

４ 注水活動は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 残火処理が必要な消防対象物に、適応した注水方法等の効率的

な注水を行うものとする。 

(2)  [略] 

(3)  [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  



  



  



  



備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この訓令は、平成28年６月１日から施行する。 


